
はじめに

もともと大学院時代には政治学を専攻して

おりましたが、岐阜大学の地域科学部に赴任

してからは行政学と地方自治論の講義を担当

しています。そういった経緯もありまして、

行政学で取り上げられる領域に政治学的にア

プローチするような試みを行っています。最

近の問題関心としましては、三権分立や中央

地方関係といった統治機構に焦点を当て、例

えば立法と行政と司法について、教科書的に

は三つ巴と言われるそれらの関係が、実際に

はどうなっているのかという問題に取り組ん

でおります。そこには国ごとの違い、あるい

は時代による変化があり、そこにどういった

力学が働いているのかを検討することを通じ

て、福祉国家や新自由主義の特質を権力の観

点からとらえる、そういったことに関心を持っ

て研究を進めています。

私と東海自治体問題研究所との関係につい

ては、いままで直接関わることはなかったの

ですが、先日の総会で理事として御承認いた

だきまして、これから新しくかかわらせてい

ただくことになります。どうぞよろしくお願

いいたします。

本日は、さきほど榊原先生から、これから

本研究会が取り組んでいこうとする論点につ

いて、総括的な提起をしていただきました。

私のほうは、もう少し絞り込んだ論点といい

ますか、自分の関心を話させていただくこと

になろうかと思います。

お手元にレジュメが配られていると思いま

す。全部で６ページのものですけれども、そ

れを見ながらお聞きください。タイトルは、

「近年の社会保障改革構想と地域」です。

今日の報告は、いわゆる小泉構造改革、小

泉政権は日本で典型的な新自由主義改革をやっ

た政権と理解して良いと思いますが、この小

泉構造改革のあとに政権によって提起されて

きた社会保障改革の構想を取り上げていきた

いと思います。

小泉政権は、極めて急進的な形で新自由主

義改革を行いましたが、それは日本社会に大

きなダメージをもたらしました。そのダメー

ジは、ちょうど次の第一次安倍政権になった

あたりから、経済格差という形で多くの人の

目に映るようになってきます。それは当然、

国民意識に反映し、国民世論が新自由主義改

革を進める政権を手放しで評価する状況はな

くなっていきます。内閣支持率も小泉政権期

のような高水準ではなくなりました。

そうなると、新自由主義改革を進めようと

する人々からも、大枠としては新自由主義改

革を継続しつつもその枠内で、社会のダメー

ジに一定対処しようとする動きが登場してき

ます。一応、私はこうした動きの登場する局

面を新自由主義の第二段階と呼んでおります。

現在の日本は、そういう局面にあるのではな

いかと思っています。

ここでいう新自由主義改革の第一段階につ
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いては、それを1980年代の中曽根政権におけ

る臨調行革からと考えるのか、もう少し後の

橋本龍太郎政権期の「六大改革」の頃からと

考えるのか、議論がありますが、今日はこの

点には触れられません。その始まりの時期は

ともかく、新自由主義の第一段階の特徴とし

ては、戦後に形成されてきた国家と社会のあ

り方を「解体」しようとしたことが挙げられ

ると思います。

その場合の従来の国家と社会のあり方とし

て想定されるのは、もっぱら福祉国家体制で

す。日本が福祉国家だったかどうかについて

は相当に議論がありますが、日本も、国家が

市場に大規模に介入する「大きな政府」だっ

たという点では福祉国家と共通する側面を持っ

ていたと思います。第一段階の新自由主義の

主目的は、そうした国家の活動領域をできる

だけ市場化していくことにありました。

その「解体」については、当時の小泉首相

が使っていた「自民党をぶっ壊す」というフ

レーズによく現れていたと思います。そうし

た姿勢に、国民は「熱狂的」とも言える支持

を与えました。この段階では、既存の国家と

社会を壊すことに伴う弊害、マイナス面につ

いてはあまり問題にされていなかったと言え

ます。

しかし小泉政権以後には、格差社会の問題

にスポットが当てられるようになっていきま

す。「ネットカフェ難民」が注目されはじめ

るのが2007年頃だったと思いますが、そうな

ると、そういった社会問題に対して何らかの

手当を行うべきだという主張が出てきます。

それは新自由主義に反対する人々はもちろん、

新自由主義を存続させたい勢力にとっても無

視できない点です。このような、「解体」一

辺倒ではなく、自らが創り出した問題に一定

の対処を行わざるを得なくなった新自由主義、

これを第二段階の新自由主義と呼びたいと思

います。

そうした新自由主義第二段階的な社会問題

への対処策は、社会保障改革としても現れて

きます。今日の報告では、新自由主義第二段

階的な社会保障改革の日本での出現を、福田

康夫政権の時にできた「社会保障国民会議」

に見いだせるのではないかという仮説のもと

に話をしてみたいと思います。

社会保障国民会議は、社会保障を管轄する

厚労省の下ではなく、内閣に設置されました。

その後、同様の試みが麻生政権の時の「安心

社会実現会議」、それから民主党政権になっ

て野田政権の時にできた「社会保障制度改革

国民会議」というふうに続いていきます。

「社会保障制度改革国民会議」は、できた

時点の政権は野田政権でしたが、すぐに第二

次安倍政権への政権交代があって、実質的に

は安倍政権時代に活動することとなりました。

これはさらに第二次安倍政権で「社会保障制

度改革推進会議」となり、現在も活動中の

「全世代型社会保障検討会議」へと至ります。

途中、何年かの空白期間もありますが、社会

保障改革が継続的に政権の主要課題に位置付

けられてきたことが見て取れると思います。

今日の報告では、こうした一連の社会保障

改革構想の特徴を描き出し検証してみたいと

思っています。その際に、特に検討したい論

点の1つが、新自由主義との関係です。福田

政権期以降の社会保障改革は、削減一辺倒だっ

た小泉政権の改革と比べると、拡充志向も含

まれており、この点に注目して、これを新自

由主義ではないとする見解も見られます。実

際、これら社会保障改革の一連の会議には、

もともと新自由主義に対して非常に批判的な

スタンスをとっていた研究者も参加していま

す。しかし他方で、依然として進行する格差

社会化に対して社会保障制度が所得再分配効

果を発揮できているとはいえず、本質的には

新自由主義が継続しているとみるべきとも思

えます。そうした点を考えると、一連の社会

保障改革を新自由主義と見なすべきか、見な

すとすればどういう理由でそう見るのか、こ

れを一つの論点として検討する必要が生じて

きます。今日の報告では、新自由主義が存続

しているという観点から、社会保障改革を検

討してみたいと思います。
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２つめの論点は、地方分権改革との関係で

す。一連の社会保障改革構想では、最初の社

会保障国民会議以来、「地域」というものに

焦点が当てられております。これは社会保障

を地方分権との関連で位置づけようとする観

点であり、従来あまり見られなかった考え方

だと思っております。こうした構想が登場す

る社会経済的文脈と、予想される帰結という

のを考えてみようと思います。

１ 新自由主義第二段階における社会保障改

革構想の特徴と問題点

①問題意識

～三つの「持続可能性」の確保～

一連の会議は、それぞれに報告書を出して

おりますが、それらの構想の内容や特徴につ

いて見ていきたいと思います。いろいろなま

とめ方がありうるでしょうが、ここでは「持

続可能性」という用語に着目してみました。

一口に「持続可能性」といっても、そこには

色々な意味が含まれており、大きく分けると

3点に整理できるのではないかと考えます。

1つめは、「社会」の持続可能性というこ

とです。野田政権の末期にできた社会保障制

度改革国民会議が一番まとまった報告書を出

しているので、以下の話はそこからの引用が

多いのですが、この報告書が「1970年代モデ

ル」という用語を使っています。日本には、

かつて1970年代に確立した生活保障モデルが

あったというわけですが、それがどういうも

のかというと、日本では、日本型雇用システ

ムと核家族を前提に、現役世代は雇用、高齢

者になると社会保障によって生活が保障され

てきたと述べられています。

しかし続けて、このモデルは姿を消しつつ

あるので、それに代わる生活保障のシステム

が作られなければならないと議論が進められ

ていくのですが、その部分を少し読んでみま

すと、「社会保障支出が増える中、支え手で

ある生産年齢人口は少なくなっていき、一方

で核家族化の進行や高齢世帯の増加、さらに

は夫婦共働きの増加により、家族や親族の支

え合いの機能が希薄化し、また、都市化に伴

う生活様式の全国的な浸透や人口の減少によ

り、地域の支え合いの機能も低下していくこ

とを免れない。」「さらに、高度経済成長期

に形成され、安定経済成長期まで維持されて

きた日本型雇用システムに代表される企業に

よる生活保障機能についても、経済のグロー

バル化や経済の低成長に対応するために増加

した非正規雇用の労働者については適用され

ず、これらの人々は企業の保護の傘から外れ

るといった状況になっている」と、こんなふ

うに書かれているわけです。

かつては「1970年代モデル」が日本人の生

活を保障していたけれども、それがなくなっ

てしまった今、「社会」の持続可能性が脅か

されており、何か手当てをしなければならな

いということです。そういう認識から、子育

て世代を重視した社会保障制度の機能拡充が

提唱されています。かつての社会保障は高齢

者向けだったがそれを変えていこうという意

図で、後にこの方向性には「全世代型社会保

障」という名称が与えられることになります。

かつて中曽根臨調行革のころに、「日本型

福祉社会論」というのがありました。あれは、

当時はそういう言葉を使ってなかったと思い

ますけど、いわゆる日本型雇用システムを前

提に、社会保障費を節約するために、子育て

や介護の担い手として地域の共同体的な社会

関係に期待するという内容でした。日本では、

他の先進諸国と違って地域の共同体的な社会

関係が強固に存在しているから、その民間の

力を「活用」していこうという話です。それ

と比べると、小泉政権以降の一連の社会保障

改革は、「社会」の持続可能性が危うくなっ

ているというところから出発しており、前提

が大分異なっています。新自由主義改革後の

社会の荒廃を踏まえた内容になっていると思

います。

では「社会」の持続可能性を支えるために、

社会保障制度の機能拡充の議論が全面的に展

開されていくのかというと、そうではありま
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せん。持続可能性の用語は「社会保障制度」

の持続可能性という文脈でも使われています。

これは端的に言えば、社会保障制度は拡充ば

かりでは財政的に破綻してしまう、社会保障

制度の持続可能性を高めるには支出の抑制・

効率化、あるいは財源の確保をきちんと検討

しなければならないということです。これが

持続可能性の2つめの意味です。

レジュメではこの2つめの点について、a)

「社会保障と税の一体改革／消費税の社会保

障目的税化」、b)「自助・共助・公助の関係

性の見直し」、c)「低所得者層の支援の適正

化・重点化」、d)「サービス給付の効率化」

の四つの要素に分けて書いてあります。

最初のa)について、引用した部分を読みま

すと、「社会保障制度の持続可能性を高め、

その機能がさらに高度に発揮されるようにす

る。そのためには、社会保険料と並ぶ主要な

財源として国・地方の消費税収をしっかりと

確保し、能力に応じた負担の仕組みを整備す

ると同時に、社会保障がそれを必要としてい

る人たちにしっかりと給付されるような改革

を行う必要があります」と、そういうような

ことが書かれております。

消費税の社会保障目的税化というのは、一

見すると社会保障の財政基盤強化についての

話なわけですが、逆に言うと、消費増税なし

には社会保障の拡充もないということでもあ

ります。社会保障の原則の一つにニーズ充足

原則があります。これは、先にニーズがあっ

て、しかるのちにそのニーズを満たすように

財源の確保を検討しなければならないという

ものですが、この発想と、特定の税源を社会

保障目的税化することとは、衝突すると思い

ます。ニーズ充足原則を否定しますとはっき

り言うことはもちろんありませんが、事実上、

この原則とはちがう考え方でいくことを宣言

したようなことになります。

同時に、増税というのならば法人税を増税

したっていいはずですが、それについては触

れられません。一連の社会保障改革の報告書

では、とにかく法人税については一切出てこ

ないというのが大きな特徴です。所得税につ

いては、富裕層課税についての話が少し出て

きたりするときもあるんですけれども、法人

税については、事前に示し合わたのかと思わ

せるほどに何も議論されません。この企業活

動の負担になることには触れないという点、

これは一連の社会保障改革が新自由主義的性

格を持つことの一つの根拠になるのではない

かと考えます。

次に、支出の抑制についてもう一つ重要な

のが、b)の「自助・共助・公助の関係性の見

直し」です。また報告書の記載を読みますと、

「これは、国民の生活は、自らが働いて自ら

の生活を支え、自らの健康は自ら維持すると

いう「自助」を基本としながら、高齢や疾病・

介護を始めとする生活上のリスクに対しては、

社会連帯の精神に基づき、共同してリスクに

備える仕組みである「共助」が自助を支え、

自助や共助では対処できない困窮などの状況

については、受給要件を定めた上で必要な生

活保障を行う公的扶助や社会福祉などの「公

助」が補完する仕組みとするものである」

「この「共助」の仕組みは、国民の参加意識

や権利意識を確保し、負担の見返りとしての

受給権を保障する仕組みである社会保険方式

を基本とするが、これは、いわば自助を共同

化した仕組みであるといえる」と書かれてい

ます。

社会保険を「自助の共同化」としてとらえ

るということの意味は、社会保険と民間保険

をほとんど変わらないものとして考えるとい

うことです。それは一つには、社会保険への

公費投入を削減していくということであり、

もう一つは、社会保険を単なるリスク回避の

仕組みととらえる、言い換えると、社会保障

を通じて豊かさを実現していくという福祉国

家的な理念を否定することを意味するのだろ

うと思います。

この自助・共助・公助というのは、菅首相

が首相就任後の最初の演説で触れております

が、菅政権の独自色の表れというよりも、一

連の社会保障改革構想ではずっと言われ続け
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ていたことでして、これを菅政権としても踏

襲するということでしょう。

続いて、もう一つの支出抑制策として、c)

の「低所得者層の支援の適正化・重点化」が

あります。社会の持続可能性が危機に瀕して

いるという認識を受けて、低所得者層への支

援が重要になっている、ここを強化すべきで

あるという点については、すべての報告書で

おおむね共通理解になっています。しかし問

題はその支援の仕方でありまして、大体出て

くるのが、きちんと「真の弱者」を識別し、

その人々に重点的に支援を行うべきだという

議論です。

例えば、「今の状況でそのまま低所得者対

策を進めることについて、しかも多額の公費

をそこに投入することについて、非常に疑問

を持っております」とか、「やはり社会保障

給付の重点化は行う必要があるのではないか

と思っております。公的年金等控除があるた

めに、高齢者の非課税基準はかなり高く設定

されていて、少なくない高齢者は住民税非課

税基準に入っているのではないか」というよ

うな議論です。支援するところには支援を強

化するけれども、支援対象を絞り込んで、全

体としては支出を減らしていく、そういう含

意があるものと思われます。

またそれとセットで、「中高所得層につい

ては、そういう公費の支援については長期的

に下げる必要が出てくるのではないか。ある

いはこれから医療・介護の中でも見直すとこ

ろ、介護の自己負担についても見直し、場合

によっては引き上げの議論が出てくると思い

ますけれども、そういうところも経済力に応

じてきめ細かくやっていく」というような、

課税ベースを見直し課税対象を広げていくと

いう議論もよく出てきます。

最後に、d)「サービス給付の効率化」です。

これは、支出の抑制策の一つではありますが、

サービス給付体制の合理化も含んでいるよう

に思われます。どういう問題点があるのか、

私はあまり詳しくないところなんですが、病

院の病床の機能分化、高度医療の病床とそれ

以外というのをちゃんと分けて、かかりつけ

医療制度なんかをつくって、軽症の人がいき

なり大病院に行くということをやめて効率化

するんだという話であるとか、そのために、

いわゆる今、国民皆医療保険制度ということ

で、保険証があればどこの病院にでもフリー

アクセス、行けるという形になっているけれ

ども、これを見直すべきだというような議論

がなされています。

さて、最初に、持続可能性には三つの意味

が含まれているという提起をし、ここまで

「社会」の持続可能性、「社会保障制度」の

持続可能性を見てきました。そこで持続可能

性の三番目の意味ですが、ちょっと変な表現

かもしれないのですけれども、「政治」の持

続可能性を指摘したいと思います。

これについては、宮本太郎氏が多く発言し

ておりますが、またちょっと読んでみます。

「もはや選択肢の幅がそう広くない。大きな

合意の枠は見えている。その証が３党合意で

あったのではないかなと思ってございます。

すなわち、現役世代支援に軸足を移しながら

持続可能な社会保障を目指していくというこ

とです。逆に言うならば、もはや社会保障の

領域で相手を全面否定するような政治的な議

論というのは成り立たないのであって、政権

交代のたびに社会保障政策が根本から変わっ

たら、国民生活がもたないということなのだ

ろうと思います」というようなことが言われ

ています。ここにいう「3党合意」とは、民

主党政権末期の民主党・自民党・公明党の合

意を指しています。

見てもらうと分かるように、二大政党制の

存続が展望されており、政権交代のある政治

においては、社会保障のような基本政策につ

いて二大政党間で合意形成をしておくべきだ、

それをせずに政権交代の度ごとに社会保障が

根本から転換していたら大変なことになる、

そういう認識が示されています。そして社会

保障国民会議に始まる一連の会議体こそが、

その合意を形成する場であるということです。

二大政党制が長期的に安定的に運営される
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ためには、二大政党間での基本政策に関する

合意が必要であるというのは、その通りかと

思われます。ただし、政党システムとして二

大政党制を採用することに国民的合意がある

のかという点は置くとしても、政党間合意は

政党間で形成されるべきであり、内閣に設置

された会議体がそれに代わることは妥当なの

かという問題があると思います。しかも合意

の中身が新自由主義的であるとすると、その

線で合意することが可能なのかという点も疑

問です。

もう少し細かく議論を見ていくと、もっと

いろんな論点を出さないといけないんですけ

れども、今日は時間も限られているというこ

ともありますし、持続可能性をキーワードに

全体の議論を3つに分けるところまでにして、

議論を先に進めたいと思います。

②改革構想の問題性

では、こうした改革構想の一体何が問題な

のかという点に移っていきたいと思います。

冒頭に提起した2つの論点に即して、最初に、

一連の改革構想は新自由主義的な性格を持っ

ているのではないかという点について考えて

みます。

「社会」の持続可能性が危機に瀕している

と見なされていて、それが一定の社会保障拡

充の主張につながっているという点について、

少し掘り下げてみましょう。問題にしたいの

は、この危機の原因がどう捉えられているか

です。さまざまな報告書の共通点として、少

子高齢化や東京への人口移動によって、地方

圏における共同体的な社会関係が弱体化して

いること、共同体が持っていた共助的な生活

保障機能が低下していることを重視している

点があげられます。

そこにどんな意味があるのかを考えるため

に、福祉国家の下での社会保障の発展の歴史

について大まかに見ておきたいと思います。

福祉国家の出発点は19世紀末から20世紀初頭

にかけてのヨーロッパにあったと言っていい

かと思いますが、その誕生の原動力となった

のは、資本主義経済の発展に伴ってはっきり

してきた市場の失敗、それがもたらす格差と

貧困に対する、労働者や小作人などの勤労者

層の反発でした。こうした反発が組織化され

ることによって政治力となり、格差是正のた

めの社会保障制度へと結実していきます。つ

まり、福祉国家を支える政治力の根っこにあ

るのは格差是正を求める声だと思います。そ

れに対応するため、社会保障制度はまず所得

保障の仕組みとして発展していきます。

この所得保障を中心とする社会保障を福祉

国家の第一段階とすると、20世紀の後半にな

り、さらなる経済発展により都市化や社会的

流動化が進むにつれ、福祉国家は第二段階へ

と展開していきます。というのも、都市化が

進み、核家族が多数派となってくると、共同

体的な社会関係・人間関係が希薄化していき、

それまで共同体的社会関係の中で担われてい

た子育てや介護などが、公的な社会保障に対

するニーズとして顕在化してきます。そこで、

所得保障に加えて、「対人社会サービス」が

社会保障の重要な領域として発展していくこ

とになるのです。これを福祉国家の第二段階

と呼んでおきます。

イギリスの事例でいくと、第一段階に当た

るものが1942年のベヴァリッジ・プランです。

その主な目標は貧困の根絶にあり、いろんな

所得保障の理念的な基盤になっていったと思

います。またレジュメには書いておりません

が、その後イギリスにおいて、1968年にシー

ボーム報告というのが出されます。ここに

「対人社会サービス」という概念が登場し、

イギリス社会保障制度が第二段階へと発展す

るきっかけになったと言われています。

所得保障に対する所得再分配が最も切実な

要求となるのは、低所得階層と言っていいか

と思いますが、子育てや介護に対する支援は

全ての人の関心事と言えます。そこで第二段

階の福祉国家においては、全階層的な社会保

障制度が発展していきます。福祉国家は、第

一段階においては所得階層間の政治的な対立

を色濃く内包しておりますが、第二段階にな
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るとそれがなくなることはありませんが薄れ

ていき、政治的に安定した存在となっていく

と思われます。

こういった歴史的経緯を踏まえて、改めて

社会保障国民会議以来の21世紀日本の社会保

障改革構想を見てみると、これは福祉国家の

第二段階的な社会保障制度を整備しようとい

う提案と見ることができます。現在稼働中の

会議体が「全世代型社会保障検討会議」と名

付けられたことにも、それは現われています。

従来の日本では、福祉国家の第二段階部分が

未発達だったので、「全世代型社会保障」を

めざそうとする改革はヨーロッパ並みの福祉

国家に追いつくための、福祉国家発展の試み

であると評価する向きもあるかもしれません。

しかし、先ほど触れたように日本の場合、財

政的な厳しさを理由に、第二段階の発展が第

一段階の削減とバーターで提起されています。

現実には格差拡大の局面にあるにもかかわら

ずそのことが過小評価されているのです。第

一段階が確立された社会保障制度として存在

しているならば、「全世代型」への展開は第

二段階と呼べるかもしれませんが、第一段階

に代って第二段階をということになると、そ

れはもはや第二段階の構築ではなく、貧困層

にとって家族形成すら困難になっている事情

と合わせて考えれば、むしろ上層向けの社会

保障への再編と呼べるかもしれません。私が、

社会保障国民会議以来の社会保障改革構想に

ついて、新自由主義的な社会保障構想だと考

える最大の理由はここにあります。

社会保険を「共助」＝「自助の共同化」と

とらえることも、この点に関係しています。

社会保険に対して現状ではかなりの公費が投

入されていますが、これは社会保険の基本理

念に「公助」の発想があることを示していま

す。そして多額の公費を投入せざるを得ない

のは、社会保険が低所得層に手厚い給付を行

う再分配の機能を重視しているからです。こ

の基本理念を「共助」に変えていこうという

のが、近年の改革構想の主張ですが、社会の

持続可能性を脅かしているのは格差の拡大で

はなく、共同体の解体なのだと考えれば、

「共助」の側面を支援して強化することこそ

が必要な改革だということになります。消費

税についても、現在の日本では格差是正のた

めの所得再分配が必要だという観点からはそ

の逆進性が批判の対象となりますが、共同体

の機能を強化すべきという観点からすれば、

皆で支え合う良い税制だという評価となって

きます。

以上が、21世紀の日本で政権によって提示

されている一連の社会保障改革構想について、

それは確かに社会保障を充実させるという方

向性を含んでおりますが、にもかかわらず新

自由主義的と見なすべきだと私が考える理由

です。

続いて、冒頭に提起させていただいた第二

の論点、一連の社会保障改革構想と地方分権

改革や「地域」との関係性について考えてい

きたいと思います。例えば、社会保障国民会

議の報告書には、「当事者として国民全体が

社会保障を支えるという視点の明確化」とい

う見出しに続けて、「社会保障制度において

は、国民一人一人が給付・負担の面で社会保

障の当事者であり、社会保障の給付を受けサー

ビスを利用する権利があると同時に、社会保

障制度を支えていく責任を負っている。制度

運営に参加することも国民の権利であり責任

でもあり、その実現が図られるよう政府は常

に最大限の努力をすべきである」という記述

があります。

また社会保障制度改革国民会議の報告書に

は、「地域内には、制度としての医療・介護

保険サービスだけでなく、住民主体のサービ

スやボランティア活動など数多くの資源が存

在する。こうした家族・親族、地域の人々等

の間のインフォーマルな助け合いを互助と位

置づけ、人生と生活の質を豊かにする互助の

重要性を確認し、これらの取組を積極的に進

めるべきである」という記述があります。

前者では制度運営への参加が、後者ではサー

ビス給付への参加が論じられています。前者

については、税金や保険料を支払うという意
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味での参加だけでなく、社会保障の実施主体

である自治体を通じた制度運営への参加も想

定されています。総じて、地域における「参

加型社会保障」といったことが構想されてい

るわけです。この文脈で地域包括ケアシステ

ムに言及されることも多いです。今や社会保

障は、生存権保障だけではなく、地域コミュ

ニティの再建や、社会の持続可能性を支える

担い手の育成の役割をも期待されているので

す。

参考文献に、菊池馨実さんという人が出し

た『社会保障再考 〈地域〉で支える』（岩

波新書、2019年）を掲げておきましたが、こ

の本はこうした議論を展開している近年の典

型的な事例と言えるかと思います。この菊池

さんは決して新自由主義者ではなく、社会保

障法の観点から社会保障の再建と拡充ついて

丁寧な議論をしている研究者だと思いますが、

そういう方が「参加型社会保障」を推奨して

います。

「参加」というのは非常に魅力的な概念な

ので、こうした役割を新たに社会保障に付与

することは極めてポジティブな構想にも思え

るわけなんですけども、そう手離しに評価し

てよいのだろうかというのを考えてみたいな

と思っております。

ここで「参加型社会保障」の担い手として

期待されているのは、必ずしも地域のリーダー

層というわけではなく、一人ひとりの全ての

国民です。「参加」とは社会に対して極めて

能動的に働きかける行為といえますが、経済

的に苦境に置かれている人がそうした余裕を

持つことはなかなかに難しいことです。本来、

社会保障にはそうした条件を創り出すことが

求められていたはずですが、「参加型社会保

障」の考え方は、人々に対して、持続可能性

の危機に陥っている社会保障制度をまず支え

ることを求めているのです。つまりここでの

「参加」の考え方には、経済的な生活基盤の

保障に先立って、人々に能動的市民として

「自立」することを求める含意があると思い

ます。人々の能動的な社会参加・政治参加が、

社会保障をはじめとした国の生活保障の「成

果」として達成されるものから、社会保障が

成立するための「条件」へと位置づけが変っ

てしまっているように思うのです。

それにもかかわらず、多くの人にとって

「参加型社会保障」が魅力あるものに映るの

はなぜでしょうか。政治学では、福祉国家の

社会保障の機能として「国民統合」をあげる

ことがあります。この文脈では、社会保障は、

市場経済がもたらす弊害に不満を持つ人々が

資本主義体制を乗り越える意識を持たないよ

うに、資本主義経済の枠内でも生活向上が可

能であるという展望を人々に与える役割を持

つものととらえられます。このとらえ方によ

れば、社会保障は、既存の秩序を乗り越えよ

うとする「批判的主体」の登場を防ぎ、国民

を「受動化」するための手段と位置付けられ

ることになります。

先に触れた菊池さんの『社会保障再考』の

中でも、憲法第25条の生存権の限界として、

国民を支援の「客体」ととらえている点があ

げられていますが、これも上記の政治学の議

論と似た着眼点だと思われます。社会保障が

持続可能性の危機の中にあり、何らかの再建

策が求められる今、そうした社会保障の問題

性についても克服が提起されているのです。

したがって、「参加型社会保障」の議論は、

社会保障再建策でありながら、従来の福祉国

家に対する批判の側面を持っていると言えま

す。福祉国家における社会保障が国民を支援

の「客体」ととらえたのは、労働組合をはじ

めとする中間団体や、地域社会といった、国

家から相対的に自立した「社会」が生き生き

と存在していて、それらを自由に主体化させ

ると既存の秩序を踏み越えてしまうことが危

惧されたからです。新自由主義第二段階の現

在では、そうした「社会」は解体されて個々

人がバラバラにされており、もはや主体化し

ても政治的に危険な存在となる危惧はないと

思われます。それどころか、個人がバラバラ

になってしまっていることが新自由主義にとっ

ても問題であり、「参加」によって人々のつ
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ながりが再建されることは新自由主義にとっ

ても切実な課題となっています。言い換えれ

ば、「参加」や「自立」は、新自由主義的な

社会再建・社会統合にとっても重要な概念と

なっているのです。今日、「参加」や「自立」

を語る場合には、このあたりの両義性につい

て認識しておくことが必要であると思います。

③第二次安倍政権以降の変化

いま全世代型社会保障検討会議が継続中で

すが、すでに中間報告を出しています。これ

を見ると、これまでと議論の中身が少し変っ

ています。二大政党制は全く放棄されており、

そういった政治システムの問題は影を潜め、

かなり各論の議論に集中している印象です。

それ以外の、この報告で指摘した新自由主義

的性格は変っていないと思いますが、成長戦

略との結びつきがより強くなっているように

感じられます。

２ 何を対置していくべきか

最後に今後の展望をお話しするはずだった

のですけれども、もうほとんど時間がありま

せんのでごく簡単に述べさせていただきます。

まず強調したいのは、社会保障の再建を、格

差と貧困に対処し国民経済の再建に資する方

向で行うべきだと言うことです。報告の中で

お話ししたとおり、現在の社会保障改革論議

は、格差の問題よりも共同体的な社会関係の

再建という観点から改革を提起しようとして

います。それ自体には意味があることですが、

それは所得再分配の強化とともに構想される

べきだということを、結論として強調してお

きたいと思います。

また二番目として、「地方分権」の再検討

が必要ではないかということも提起しておき

たいと思います。この点はあまり触れられま

せんでしたが、「参加型社会保障」において

想定されている参加の場は地域であり、地方

分権改革と連動していくことが意識されてい

ます。しかし、今日日本政府の進めている地

方分権は、財政削減とセットで構想されてお

り、社会保障削減の責任を地方自治体に担わ

せる側面があります。その意味で、極めて新

自由主義的な地方分権改革と言うことができ

ます。そうではなく、福祉国家型の地方分権

を構想していく必要があります。日本の歴史

の中にそのヒントを探ると、革新自治体が重

要であるように思っているのですが、そのあ

たりについてはまた別の機会にお話しできれ

ばと思います。

最後ちょっと駆け足になってしまいました

けども、一応私の話はここで終わりにしたい

と思います。何か御意見があればいただける

と幸いです。
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